
大阪市交通局

２０１５ 地下鉄・ニュートラム 安全報告書



トップメッセージ

　私たちは、全てのお客さまに安心・信頼して地下鉄・ニュートラム
をご利用いただけるよう、日々安全輸送の確保に取組んでいます。そ
のため「輸送の安全の確保に関する規程」を制定し、そこに明記され
ている綱領を常に意識しながら、安全方針の実践に努めています。

平素は大阪市営地下鉄・ニュート

ラムをご利用いただきまして、誠に

ありがとうございます。

大阪市内を中心に９路線 137.8Km

の地下鉄・ニュートラムを運営し、

日頃より一日２３８万人のお客さま

にご利用頂いている交通局にとって、

輸送の安全の確保は最も重要な使命

です。平成５年のニュートラム車止

め衝突事故を決して風化させること

なく、当該事故はもとより、過去の

事故を教訓とした安全対策を実施す

るとともに、安全を最優先する企業

風土の醸成・定着に努めております。

そのため、当局の安全方針におい

て 「安全はすべてに優先する｣と定

め、職員の安全意識を高揚させ、新

たな「気づき」を大切に安全の維持

・向上にむけＰＤＣＡサイクルを機

能させることで、全員参加の安全を

追及している次第です。

この安全報告書は、軌道法及び鉄

道事業法に基づき、地下鉄・ニュー

トラムに関する交通局の輸送の安全

の確保に関する取組みなどについて

報告しております。２０１４年度に

おいては、当局「中期経営計画」及

び「運営方針」に基づき、お客さま

の安全確保に向けた管理体制の充実、

防災対策の推進、施設の安全性強化

等の様々な施策を実施しました。

今年度は中期経営計画の最終年度

にあたりますが、引き続きお客さま

に安全・便利・快適にご利用してい

ただくため、安全対策及び危機管理

能力の向上にむけ様々な施策を実施

することで、さらなる輸送の安全の

確保にまい進してまいります。

本報告書の内容や当局の安全への

取組みについて、ご意見・ご要望を

お聞かせいただきますようお願いい

たします。

私たちは「安全はすべてに優先する」との強い決意を持ち、一丸となってお客さま

に安心・信頼してご利用頂ける輸送サービスを提供します。

１ 職務の遂行にあたっては、確認の励行に努め、常に「お客さまが最も

安全である」ということを判断の基本として行動します。

２ 輸送の安全に関する法令及び規程を熟知し、厳正かつ確実に職務を遂

行します。

３ 事故・災害の発生時には、お客さまの救護を最優先に行動し、二次災

害の防止など速やかに安全適切な処置をとります。

４ 輸送の安全に関する情報は、正確かつ迅速に共有するとともに公表に

努め、事故の未然防止に取り組みます。

５ 常に知識・技術・技能の向上に努め、輸送の安全確保に取り組みます。

６ 日々、安全を確保するため、業務の継続的な改善に取り組みます。

１ 安全の確保は、輸送の生命である。

２ 規程の遵守は、安全の基礎である。

３ 執務の厳正は、安全の要件である。

綱 領

安全方針

大阪市交通局長

 1  2



 営業状況　　—————————————————————————————————————————

事業概要
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経営理念

お客さま第一主義

事業概要

○名称 大阪市交通局

○本局所在地 大阪市西区九条南1丁目12番62号
○事業内容 １．地下鉄・ニュートラムの運営

２．バスの運営

M 御堂筋線

江坂～なかもず

24.5km 20駅
T 谷町線

大日～八尾南

28.1km 26駅
Ｙ 四つ橋線

西梅田～住之江公園

11.4km 11駅
Ｃ 中央線

コスモスクエア～長田

17.9km 14駅
Ｓ 千日前線

野田阪神～南巽

12.6km 14駅
Ｋ 堺筋線

天神橋筋六丁目～天下茶屋

8.5km 10駅
Ｎ 長堀鶴見緑地線

大正～門真南

15.0km 17駅
Ｉ 今里筋線

井高野～今里

11.9km 11駅
Ｐ 南港ポートタウン線

コスモスクエア～住之江公園

7.9km 10駅

大阪市営地下鉄は、1933年5月20日に公営交通最初の地下鉄として、梅田～心斎橋間（3.1㎞）
の開業以来、市内交通の重要な役割を担ってまいりました。現在では、地下鉄8路線（129.9㎞）
とニュートラム（7.9㎞）合わせて137.8㎞のネットワークにより、1日約238万人（2014年度決算
見込み）のお客さまにご利用いただいております。
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　①　安全の確保に係る体制

安全管理体制

（安全管理体制）

局

長

安
全
統
括
管
理
者

（経営管理部長）

（経理部長）

（総務部長）

（職員部長）

（鉄道統括部長）

（運輸部長）

運転管理者

（運転課長）

（運輸長）

乗務員指導管理者

（運輸事務所長）

乗務員指導管理者

（乗務所長）
運転指令者

（輸送指令所長）

電気施設管理者

（電気部長）

土木施設管理者

（工務部長）

建築施設管理者

（建築部長）

車両管理者

（車両部長）

※ は、運輸部長が運転管理者の業務を補助していることを示す

•輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。

局長

•輸送の安全の確保に関する業務を統括する。

安全統括管理者

•内部監査及び輸送の安全の確保に必要な施策の推進に関する事項を総括する。

鉄道統括部長

•安全統括管理者の指揮の下、運輸に関する事項を掌理し、運転に関する事項
について運転管理者の業務を補助する。

運輸部長

•安全統括管理者の指揮の下、運転、各施設及び車両に関する事項を統括する。

運転管理者・各施設管理者・車両管理者

•運転管理者の指揮の下、乗務員及び操縦員の資質の維持に関する事項を管理
する。

乗務員指導管理者

•輸送の安全の確保に必要な経営管理に関する事項を統括する。

経営管理部長

•輸送の安全の確保に必要な経理に関する事項を統括する。

経理部長

•輸送の安全の確保に必要な連絡調整及び広報等に関する事項を統括する。

総務部長

•輸送の安全の確保に必要な要員に関する事項を統括する。

職員部長

経営トップの局長のリーダーシップのもと、

安全管理体制を構築しています。

2０１５年４月１日現在

主な管理者とその責務
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　②　安全管理の方法

安全管理体制

　③　安全委員会と事故の芽情報

職員の経営参加意識の醸成（事故の芽処理の２週間ルール）

現場から寄せられる「事故の芽情報」は、放置すれば事故になる事故の芽を、小

さなうちに摘み取り事故の発生を防ぐ大切なものです。現場職員から寄せられた意

見や気付き、ヒヤリハット体験は、現場事務所を通して、本局管理部門に集約し、

対策（設備改善やルールの見直し）を講じます。情報提供者へは２週間以内に、そ

の対応等を回答することになっています。

また、これらの情報と対策は、毎月開催する地下鉄・ニュートラム安全委員会

（事故の芽情報会）で各部に報告し、情報を共有します。

交通局では、この一連の取扱いが職員の経営参加意識の醸成に結びつくものと考

えています。

地下鉄･ニュートラム安全委員会では、安全統括管理者のもと安全管理体制の確立を

図り、地下鉄･ニュートラムの運行について一層の安全を推進することを目的とし、安

全管理に係わるさまざまな検討を行ないます。

顕在化していない事故の芽（ヒヤリ・ハット、キガカリ）情報を各部に報告し情報を

共有することを目的に、２０１２年７月から「事故の芽情報会」を設置し、毎月開催し

ています。

経 営 会 議

地下鉄・ニュートラム安全委員会

年５回開催

運転保安部会 保守・点検部会 安全対策工事部会

地下鉄・ニュートラム安全委員会

（事故の芽情報会） 毎月開催

運行に関わる事故等の

事例を検証し、対策を

図る

保守・点検に起因する

事故等の事例を検証し、

対策を図る

軌道、土木施設、建築施

設、電気施設の補修工事、

改良工事に起因する事例

を検証し、対策を図る

事故の芽
現場

情報発信
現場事務所

対 策
各管理者

報 告
現場

現場事務所

2週間

輸送の安全の確保に関する

計画を策定し（Plan）、これ

を着実に実行し（Do）、その

進捗状況の確認・検証を行い

（Check）、必要な改善を行う

（Act）ことを繰り返し行い、

安全管理体制の継続的な改善

を行うことで、各種の安全施

策を進めています。

内部監査

大阪市交通局では、毎年、安全管理体制に係る内部監査を実施しています。

内部監査は安全管理体制が適切に確立され、実施され、維持され、機能している

ことを確認し、これにより交通局の輸送の安全が適切に確保できているかを客観的

に確認することを目的に実施しています。

内部監査ヒアリング状況

２０１４年度重点監査事項

・輸送の安全の確保に関する規程

等の遵守状況の確認

・2013年度運輸安全内部監査フォ

ローアップ事項の取組み状況の

確認

・自主監査活動の有効性の確認

確認・検証（Check）には、

当局による内部監査によるも

のの他に、国土交通省による

運輸安全マネジメント評価が

あります。
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安全管理体制

④　ヒヤリハット対策費の活用による「気づき」の改善例  

階段パラペット部の改造について 気づきの発信者：駅職員

職員の「気づき」について、早急に対応（工事含む対策）できるように、ヒヤリ

ハット対策費を別途設け、安全を追及し改善を図っています。

「気づき」「対策案」「安全性向上効果」を「ヒヤリハットエントリーシート」

で明確にして、本部部長会で審議後、速やかに安全統括管理者の承認を受け執行と

なります。

お客さまへの安全に係る２件の「気づき」と「対策」の実績を紹介します。

千日前線鶴橋駅 お客さまの階段における転倒対策 気づきの発信者：駅職員

平らな部分に鞄やペットボトルなどが置かれ、階段下に落下す

ることで客さまが怪我をしたり、衣服をよごしたりする恐れある

ので、下記の写真・図面のような構造の屋根を取り付け、危険回

避の未然防止を行いました。

改善後

改善前

改善前 改善後

昇降方向と壁が直角でなく斜め方向に階段があり、錯覚を起こして転倒さ

れるお客さまがおられるので、２段手すりや注意喚起シールを貼ることによ

り転倒防止効果が得られました。

 9  10



⑤　安全確保に関する各種取組
　　

安全管理体制

電気部 安全報告会 ２０１５年 ２月２０日

安全に係る取組み（ヒューマンエラーの防止、事故・トラブルの再発や未然防止

のための取組み、不安全要素への対応など）を各所属が報告することにより、部全

体の安全に対する気づきや意識の向上を目指しています。
安全に関する

取組み発表会
２０１４年１２月２２日

予選会を勝ち上がった各部の代表

者による取組みの発表があり、他の

所属の業務や取組みを知るなどの共

有化を図り、最も優秀であった所属

に対して、表彰を行いました。

また国や他鉄道事業者に審査員と

して多数ご参加いただくとともに、

九州旅客鉄道株式会社の現場職員に

よる特別発表を行っていただきまし

た。

車両部 止水鉄扉取扱い・止水堰取扱い訓練
2014年5月12～15日 緑木検車場

2014年5月28日 大日検車場

車軸不回転復旧訓練
2014年10月～12月

６検車場で実施

建築部 建築安全大会 ２０１４年８月２１日、１２月１８日

請負工事及び委託作業における災害や事故等の未然防止のため、

受注者等とともに安全への取組みをおこなっています。

止水鉄扉

止水堰

地下鉄工事安全週間

春の全国交通安全運動

５月

触車事故防止週間

感電事故防止週間

全国安全週間

安全運転推進運動

技術三部合同情報伝達訓練

サービス向上運動

建築安全大会

秋の全国交通安全運動

触車事故防止週間

全国労働衛生週間

地下鉄・ニュートラム安全運行強化週間

総合訓練（避難誘導編）

総合訓練（施設・車両復旧編）

車両火災予防運動

車内案内放送コンテスト

年末年始の輸送等に関する安全総点検

安全講演会

（工務部）業務研究発表会

電気技能競技会

建築安全大会

安全に関する取組み発表会

電気工事における安全大会

運転技能競技会

年末年始の輸送等に関する安全総点検

２月 電気部安全報告会

車両火災予防運動

（電気・機械）業務研究発表会

７月

黒文字・・・国が発信する安全に関する取組み

４月

６月

８月

９月

１０月

青文字・・・全局的に実施する取組み
赤文字・・・各部が実施する取組み

１１月

１２月

１月

３月
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安全管理体制

総合訓練

１９９３年のニュートラム住之江公園車止め衝突事故を教訓とし、不測の事態に

迅速に対応できる体制を確立し、各部合同で消防及び警察等の協力を得て、異常時

におけるお客さまの安全を守ることを目的に訓練を実施します。

避難誘導編（ １１月１日（10月31日終電後））
（想定）堺筋線 下り堺筋本町駅出発直後、3両目

付近の車内のお客さまの持ち物から出火、異常に

気付いた担当車掌が非常スイッチを操作し列車は

一部ずい道内に進入して緊急停止、車内にご乗車

の客さま90人の内10人が発煙などの影響により負

傷しました。

（参加）交通局 １７０名

大阪府警 ２０名

大阪市消防局 １３名

消防隊による救助活動

心肺停止状態のお客さまに対する

心肺蘇生法及びＡＥＤ取扱い状況

車内からずい道内を避難

施設・車両復旧編（１０ 月 ２８日） 東吹田検車場

（想定）列車が走行中に地震が発生、その影響により最後尾車両が脱線し、

地上施設を損傷させて、走行不能になり停止しました。

（参加）交通局１２８名

脱線した車両復旧のための

ジャッキの設置

損傷したまくらぎの交換状況

（道床砕石掘削状況）

脱線した車両の移動

損傷した架線の補修状況

損傷した信号ケーブルの交換状況損傷したまくらぎの交換状況障がいのある方の避難介助

負傷者を救護誘導
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安全管理体制

安全講演会

２０１４年１２月に、安全講演会を開催しました。

他事業者から講演講師を招き、他社の安全の取組み等の紹介があり、安全管理の重要性

について意識の向上を図りました。

2014年12月25日

講 師 西日本旅客鉄道株式会社 常務技術理事安全研究所所長 河合 篤氏

テーマ ヒューマン・ファクターの理解と活用

(1) 「本人、チーム・組織、お客さまに着目した研究例」

(2) 「不安全行動の種類と背景」

(3) 「ヒューマンファクターとヒューマンエラー」

(4) 「尼崎列車脱線事故と安全管理規定」

(5) 「過去の事故に学ぶヒューマンファクター」

車内案内放送コンテスト ２０１４年１１月５日

基本放送や異常時の放送等、車内案内をテーマに日頃培った技術を披露する

コンテストを開催しています。

運転技能競技会 ２０１５年 １月２７日

基本動作の重要性を再認識し、日常業務における運転技術の技量及び知識の向

上を目的として競技会を開催しています。乗務所ごとに実車において運転操作及

び基本動作の試験による選抜を行い、上位成績者で運転知識を競います。技能と

知識を兼ね備えた優良乗務員を表彰することで、士気の高揚及び運転技能の向上

を目指します。
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安全管理体制

⑥ 風通しの良い職場づくりに向けて

（職員と経営層とのコミュニケーション）

自主監査での訓示及び意見交換

安全統括管理者の現場でのコミュニケーション

乗務所での巡視

駅での意見交換
巡視後の意見交換

局長の現場でのコミュニケーション

総合訓練での総評

経営管理層は、監査・各種研修・一斉点検・ミーティング時等に、現場に出向き積極的に意

見交換を行うなど現場職員の生の声を聞き、コミュニケーションを深め、風通しの良い職場づ

くりに努めています。

電気部電気技能競技会
日頃の保守業務の質を向上させる事を目的として、お互いの技能を評価する技能

競技会を開催しています。

2014年12月1日（弱電の部）・・・転てつ装置整備作業

2014年12月3日（強電の部）・・・電気室の高圧スイッチの故障復旧作業

工務部 業務研究発表会 ２０１４年１２月５日

一年間の業務の成果をとりまとめて発表するとともに、それを聴講することを

通じて、各職員の技術継承の一つの取組みとし、かつ所属のレベルアップに寄与

することを目的として開催しています。

弱電の部

強電の部
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日々の安全

① 地下鉄の主な施設と設備

施 設

設 備
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日々の安全

② 地下鉄の火災対策設備
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③　駅と列車の安全

日々の安全

ＡＴＣ（自動列車制御装置）Automatic Train Control

交通局の地下鉄の列車は、閉そく区間ごとに設けられた信号機の現示に従って運行

します。例えばある区間内に列車が存在する時、その後方の信号機は赤・赤・黄・緑

といったように現示します。

赤は停止でそこから進めません。黄は注意を意味し、40km/hを超えない速度で運転

しなければなりません。緑は進行で、70km/hを超えない速度で運転できます。

もし、列車が信号機の現示する速度以上で、ある区間に進入した場合、自動的にブ

レーキを作動させ、既定速度以下に制御する装置がATCです。

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置

地下鉄をご利用いただくお客さまの救助率向上を図るため、全駅にＡＥＤを設置し、

全駅職員を対象にＡＥＤの取扱いを含めた応急手当に関する講習を行っています。

（2008年3月に全駅設置完了）

交通局緊急章

通勤や業務で移動中の交通局職員が、地下鉄

や市バスでの事故等に遭遇した場合、率先してお

客さまの救護に従事する際に、自ら交通局の職員

であることを明示し、お客さまや当局現場職員に

対し識別を容易にするために使用します。

運転士の養成と訓練

地下鉄運転士になるためには、国が定める動力車操縦者運転免許の取得が必要です。

運転士の養成・訓練には、運転シミュレータを使用し、基本動作や機器操作についての

教習、実車で困難な異常時の処置についての訓練を実施しています。

可動式ホーム柵

お客さまの駅ホームからの転落や列車との接

触を防止するため、今里筋線には、２００６年

開業時から全駅に可動式ホーム柵を設置、長堀

鶴見緑地線は、２０１１年度に全駅に設置完了

しています。

また、千日前線全駅及び御堂筋線心斎橋駅と

天王寺駅では、２０１４年度に可動式ホーム柵

の設置を完了しました。

非常通報器（車内）、非常停止ボタン（ホーム）

お客さまが車内から乗務員へ異常時などにボタンを押すことにより、通話ができるイ

ンターホンになっています。

お客さまがホームから転落された時や列車と接触しそうな時など異常時に押すことに

より、乗務員に異常を伝え、列車を停止させる装置です。異常時には迷わずこの「非常

停止ボタン」を押してください。ただし、絶対に線路へは降りないでください。

非常停止ボタン（ホーム）非常通報器（車内）
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車両・その他

安全関連設備投資

老朽設備更新
変電所設備取替、電気保安設備取替、電気室配電機器取替、保線大型機械更新
等

保安・防災対策
火災対策、地上建物耐震補強、統合指令所関連、高架・地下構造物改良、
ホーム天井落下対策、防犯カメラ設置　等

安定輸送対策 軌道改良、無絶縁式軌道回路装置改造　等

車両更新、車両ATC装置更新、運転状況記録装置、地上建物外壁改修　等

日々の安全

2012年度 2013年度 2014年度

195
246

182

180
142

145

安全投資額について
安全関連設備投資 安全関連以外の投資

④ 安全関連設備投資について

安全関連設備投資は、施設・車両の維持管理に必要な更新・改良に関するもの等で、

「老巧設備取替」「保安・防災対策」「安定輸送対策」「車両・その他」です。

安全に関する設備に必要な施策を計画的に実施しています。

２０１３年度は火災対策施設・設備整備計画の最終年度であった為に安全関連設備投

資が増大しましたが、２０１４年度は全体の投資額４１６億円のうち用地購入の８９億

円を除いた３２７億の５６％にあたる１８２億円を安全関連設備に投資しました。

地下駅の火災対策設備の整備（保安・防災対策）

2004年に改正された火災対策基準に基づき、以下に示す防火防煙シャッター

などの火災対策設備の整備を進めました。（２０１３年度全駅完了）

《防火防煙シャッター》

火災時に閉まる際、一旦停止（床面から2mの位置）することによりお客さま

の避難通路の確保を図ります。

耐震対策（保安・防災対策）

東日本大震災などから得られた、新たな知見・基準等を踏まえ、高架橋や

トンネルのさらなる耐震対策に取組んでいます。

運転状況記録装置設置（車両・その他）

事故発生時の運転状況（速度、ブレーキ操作等）を記録

し、その状況を正確に把握、分析することで、事故の防止

に活用するために、運転状況記録装置の設置を進めていま

す。（2016年6月完了予定）

橋脚補強工事

⇒

⇒

総額

327億円

総額

388億円

総額

375億円

運転状況記録装置

落橋防止工事
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日々の安全

地下鉄構造物の延命化（保安・防災対策）

地下鉄は約半数の構造物が建設後40年を経過しています。そのため、鋼製橋梁の補強

や、地下コンクリート構造物に対する表面被覆など、構造物の延命化を図るための予防

保全対策を実施しています。

地下コンクリート構造物の対策イメージ

柱

表面被覆

可動式ホーム柵の設置路線「長堀鶴見緑地線全駅」「今里筋線全駅」と２０１４年

度に設置完了した「千日前線全駅」と「御堂筋線（天王寺駅・心斎橋駅）」で、すき

ま対策処置をしております。

気象庁からの緊急地震速報の展開に加えて、運転再開に向け

た点検の迅速さに向け、市内３ヶ所の基本地震計と５ヶ所のエ

リア地震計を設置し、基本地震計の最大震度で警報を発し、エ

リア地震計の震度レベルに応じ、各号線の区間ごとの点検を行

い、安全と運転再開へのスムーズな移行の対応を実施します。

また、ゲリラ豪雨などに対して、気象予測情報から駅地域単位での降雨時等における各駅の

被害レベルに応じた「注意レベル」「警戒レベル」の情報を各駅に発信（メール・通報）
して、急な悪天候に対して事前予告を行い対応準備を図っております。

基本地震計 エリア地震計

区間ごとの点検レベルの設定

３箇所の基本地震計の
最大値で警報 発令

設定したレベルに基づく点検

通常運転再開

通常運転再開までの流れ

※別紙参照

地震・ゲリラ豪雨等の安全対策
地震やゲリラ豪雨への早期の予測通報を列車や各駅に対して行うことにより、安全性の

向上を図ります。

可動式ホーム柵の段差・すきま対策

老朽建築施設の安全対策（保安・防災対策）

建設後30年以上経過した老朽建築施設を、点検基準を策定し定期的な点検を実施

するとともに、その結果に基づき計画的、継続的な安全対策工事を実施しています。

工事前 完 成

北加賀屋駅

市内に設置された地震計の震度表示例（PC画面）

⇒
表面被覆

高架コンクリート構造物の対策

工事前 完 成
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日々の安全

⑤ 日々の点検（保守）

転てつ装置の点検

電気設備の保守

列車の運行を支えるための各種電気設備

の保守点検を24時間体制で行っています。

サードレールの点検

トロリ線の端末加工

車両の保守

常にお客さまの安全を確保するた

め、検車場では毎日、車両の保守を

行っています。

全般検査・重要部検査作業

月検査作業

車輪のメンテナンス

線路の保守

乗り心地の改善を目指して、傷んだレールの表面の凹凸やゆがみを元に戻すため、

大型機械で深夜に補修工事を実施しています。

建築施設の保守

仕上げ材の欠陥を発見するため、定期的に目視点検を行っています。

床・壁タイル等は打音検査により、正常な音と欠陥がある音を聞き分け検査

を行っています。
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危機管理　災害に備える

津波浸水対策について

津波浸水想定図

大容量蓄電池使用時の電車走行イメージ

２．津波から地下鉄施設を防護する取組み

従前より駅出入口については、高潮対策としての施設整備は整っていますが、

新たに公表された津波浸水想定に基づき、津波浸水範囲に位置する駅出入口、変

電所や換気口等のうち、津波から施設を守ることができない施設に対して、新た

に津波浸水対策設備を設置します。

現 状

駅出入口 対策イメージ図

止水パネル改造

津波浸水深

嵩上げ

改良後

止水パネル

換気口 対策イメージ図

現 状 改良後

津波浸水深

嵩上げ

嵩上げ

Ｕ型隧道 対策イメージ図

現 状
改良後

１．お客さまの避難を迅速かつ確実にするための取組み

地震発生時に電力会社からの電気供給が途絶えても、駅間に在線する列車が立ち

往生することなく、次駅まで進むことができるよう、津波浸水範囲の路線の中で必

要な区間に地上型大容量蓄電池を設置します。

２０１３年８月に大阪府から南海トラフ巨大地震に伴う津波の浸水範囲等が公表

され、大阪市内沿岸部には３ｍ程度の津波が２時間以内に到達すると想定されてい

ます。

そのため、交通局では、津波到達までの２時間のうちに、お客さまの避難（１時

間以内）、施設防護（３０分以内）、職員避難（３０分以内）を完了させることを

基本的な考え方とし、以下の取組みを２０１４年度から５ヵ年で行っています。
．

地震発生 1時間後
津波

2時間後

職員の避難施設防護お客さまの避難完了

1.5時間後30分
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　①　鉄道事故等の発生状況

鉄道事故等

「鉄道事故等報告規則」により、鉄道運転事故、輸送障害、電気事故、インシデント

について、国土交通省に報告を行っています。

過去３年間の鉄道運転事故、輸送障害、電気事故の発生件数は以下のとおりです。

② 鉄道運転事故

２０１４年度においては、ホーム上での列車との接触１０件、ホームからの転落３件、

線路内立入３件による鉄道人身障害事故計１６件が発生しました。

ホーム上での接触やホームからの転落では、飲酒やスマートフォンを操作中のお客さま

がおられます。

お客さまへの注意換気のポスターの掲示や、可動式ホーム柵の設置などの様々な対策を

立て、事故の防止に努めてまいります。

③ 輸送障害
２０１４年度においては、鉄道外４件、車両の故障３件、電気施設２件、鉄道係員１件

による輸送障害計１０件が発生しました。

引き続き、保守管理を確実に実施し、設備の故障等の減少に努めるとともに、再発防止

対策の徹底を図ってまいります。

ホーム上で

の接触, 10
件, 62%

ホームか

らの転落, 
3件, 19%

線路内立入

り, 3件, 19%

人身障害の要因別（2014年度）

鉄道係員, 1
件, 10%

車両の故障, 
3件, 30%

電気施設, 2
件, 20%

鉄道外, 4件, 
40%

輸送障害の種別別（2014年度）

●鉄道運転事故：列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故、踏切障害事故、道路障害事故、

鉄道人身障害事故、鉄道物損事故をいう。

●輸 送 障 害 ：鉄道による輸送に障害を生じた事態で、鉄道運転事故以外のものをいう。

（３０分以上遅延を生じたもの）

●電 気 事 故 ：感電死傷事故、電気火災事故、感電外死傷事故、供給支障事故をいう。

●インシデント：鉄道事故等が発生するおそれがあると認められる事態をいう。

電気事故, 1件

鉄道運転事故

（人身事故）

12件

鉄道運転事故

（人身事故）

11件

鉄道運転事故

（人身事故）

16件

輸送障害

7件
輸送障害

9件

輸送障害

10件

0

5

10

15

20

25

30

2012年度
19件

2013年度
20件

2014年度
26件
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　職員の研修

人材育成

安全研修施設「輸送の生命館」を２０１３年6月末に開設し、職員に対し「過去

を知る」「ルールを知る」「異常を感じる」をテーマに過去の事故の実物を設置し

て、職員一人ひとりが臨場感を持って事故に向き合い学ぶ研修を行いました。

ルールを知る

過去を知る

異常を感じる

「輸送の生命館」は、２０１５年には内容をリニューアル・バージョンアップを図り、

さらなる向上を進めるため、改修を行いました。

「輸送の生命館」での第2回目の研修の目的は、「事故を他人事としない」 「自分も

事故の当事者となるかも知れない」「お客さま、職員の安全は自らの行動が支えている」

ということを自覚し、職員全員が「安全の確保は輸送の生命である」という綱領の意味

を再度心に刻んでいただくことを目的として研修を実施します。

また、一般公開も実施してまいります。

２０１４年の全局的な内部研修は、「安全方針」の各項目について、なぜその項目が

盛り込まれているのか、また具体的にどのよな事を示しているのか等、職員一人ひとり

が「安全方針」の意味を深く理解する。また安全について日常的に考える意識を醸成し、

職員一人ひとりの「気づき力」の向上を目的として、2014年10月から2015年2月に掛け、

全職員（約5600人）対象にグループ討議を取り入れて実施しました。
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新たに実施する施策

各セクション間における情報等を連携するためのツール（概要図）

対策本部体制のイメージ

被災状況の迅速な把握を行い、的確な判断と指示を行う。

現地状況と施設・車

両の被害状況を報告

意思決定部門

鉄道統括班

運輸班

電気班

車両班

工務班

建築班

本局対策本部

現場対応状況及び各種情報表示

大規模災害等に備えての対策について

大規模災害等に備えて、下記のイメージ図のような現地（現場）からの情報が、的確に把握

できる対策本部体制を２０１５年度末を目途に構築して行きます。

パソコン端末 タブレット端末携帯端末

現場対策本部

＋ ＋

携帯端末

＋

本局対策本部と現場対策本部

における迅速な情報の連携

お客さまの救護と

避難誘導、施設・

車両の復旧指示

技術部門職員

運輸部門職員

技術部門職員運輸部門職員

職員
携帯端末

現地状況を報告

お客さまの救護と

避難誘導の協力

通勤途中または移動中の職員

お客さまの救護を最優先に、被害状況の把握と復旧の指示を行う。

タブレット端末

職員

携帯端末

（避難誘導訓練時の写真）

災害発生現場
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お客さまへのお願い

安全報告書へのご意見募集

大阪市交通局ホームページ（http://www.kotsu.city.osaka.lg.jp/）の「お客さまの声（入力フォーム）」

より、「20１５地下鉄・ニュートラム安全報告書」についてのご意見をお寄せください。

お客さまへの啓発ポスターを各駅に掲出し、

安全・安定輸送のため、

お客さまのご理解、御協力を呼びかけています。
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